
2024年6月吉日  

 

法人ご担当者様  

 

 

埼玉新聞記事のクリッピング利用契約につきまして 

 

 

埼玉新聞社クロスメディア局 

記事・写真等使用申請担当 

 

 

平素より埼玉新聞をご購読いただきありがとうございます。  

埼玉新聞社は行政機関や企業等、法人の皆様に新聞記事のクリッピング（継続的複製配

布・共有）をご利用いただく場合に、著作権法に基づく契約をお願いしております。 

業務上の参考資料などとして情報共有する目的で、日常業務として継続的に記事を複写

（コピー）して庁舎内や社内に配布すること（クリッピング）を実施する場合は、埼玉新

聞社の許諾が必要です。 

 

著作権がある記事を無断複製した場合には、利用料の遡及や損害賠償などの司法判断も

出ています。埼玉新聞社へのクリッピング申し込みや、契約が必要な利用状態の確認など

著作権利用に関することは、以下の問い合わせ先にお願いいたします。適切な記事利用に

ついて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

 

以上  

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

埼玉新聞社クロスメディア局 記事・写真等使用申請担当 

〒331－8686 埼玉県さいたま市北区吉野町2－282－3 

電話：048－795－9932（平日9時～17時） 

FAX：048－662－6610 

Eメール：chosaku@saitama-np.co.jp 


